（別紙３２）
介護老人福祉施設の各種加算確認表

	施設等の区分
	１介護福祉施設サービス

２ユニット型介護福祉施設サービス


＜内容に変更がない項目＞

	種　目
	該当内容
	添付書類

	療養食加算の算定体制
	１なし　２あり
	　　－

	栄養管理の評価
	１なし　２栄養士　３管理栄養士　４栄養ケアマネジメント体制

（調理委託業者の職員では不可です。）
	別紙１１
資格証

栄養ケア計画


＜内容に変更があった項目＞

	種　目
	該当内容
	変更点等
	添付書類

	個別機能訓練加算
	１なし　２あり
	機能訓練指導員（常勤専従）が他の職種の者と共同して入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合に算定
	略

	夜間勤務条件基準
	１基準型　２減算型
	ユニット型にあっては、２ユニット毎に１人以上の夜勤職員を配置した場合、「１基準型」を算定。
	※１
（下記）。


＜新たに内容に加わった項目＞

	種　目
	該当内容
	注意事項等

	ユニット基準
	１基準型　２減算型
	ユニット型の特養のみ回答→※１（下記）。　

	準ユニットケア加算
	１対応不可　２対応可
	ユニット型以外の特養のみ回答→※２（下記）

	身体拘束廃止取組の有無
	１なし　２あり
	緊急やむを得ない理由等を記録しているか。→※（はい・いいえ）

	重度化対応加算
	１対応不可　２対応可
	２対応可の場合→※３（下記）

	看取り介護加算
	１なし　２あり（←重度化対応加算が前提）
	「２あり」の場合→看取り介護計画の様式（個別様式・施設サービス計画の別）

	在宅復帰支援機能加算
	１なし　２あり
	「２あり」の場合→直近６ヶ月間の「在宅への退所者（入所期間が１月を超えた者に限る）／退所者総数（在宅・入所相互利用加算者除く）」＞２割」→※（　　　　　）％

	在宅・入所相互利用加算
	１対応不可　２対応可
	該当個室数→（　　　）室　※４（下記）


＜注＞留意事項
（該当する□にチェックを入れてください。チェックがない場合は算定不可となります。）
	※１　ユニット型特養については、【夜間勤務条件基準】【ユニット基準】→「基準型」の場合、下記内容が明らかになるユニットごとに分かれた勤務表を添付してください。なお、常勤のユニットリーダーには印をつけてください。
□１）平成１８年４月１日から４週間分のユニット毎に分かれた勤務表を提出してください。
□２）日中においては１ユニット毎に常時１人以上の看護職員又は介護職員を置くこと。
※２ユニット毎に１人以上の夜勤職員が配置されている場合は、「夜間勤務条件基準」で基準型。
□３）ユニット毎に常勤のユニットリーダーが配置されていること。

	※２　従来型特養【準ユニットケア加算】→「対応可」の場合、明らかとなる図面と写真と勤務表を添付してください。
□１）１２人程度までの小グループ単位でケアを行っていること。
□２）プライバシーに配慮した個室的なしつらえ（※）及び小グループ単位で利用できるリビングが確保されていること。「（※）個室的なしつらえとは、視線が遮断されることを前提とし、建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていることは認める。」
□３）ユニット型（準個室）と同程度の人員配置（上記ユニット基準）を行っていること。

	※３【重度化対応加算】→すべて該当する場合に限り「対応可」となります。

□１）常勤の看護師（経過措置あり）を１名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。（名前　　　　　　　）
□２）看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、入所者に対して、２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

□３）看取りに関する指針を策定し、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。（→指針作成年月日、平成　　年　　月　　日）　指針添付してください。
□４）看取りに関する職員研修を行っていること。（→直近の研修、平成　年　月　日　時～　時　内部・外部　）
□５）看取りのための個室を確保していること。

	※４【在宅・入所相互利用加算】→すべて該当する場合に限り「対応可」となります。（なお、添付書類は不要）

□１）在宅生活を継続する観点から、複数人があらかじめ在宅期間及び入所期間（入所期間については３か月を限度とする。）を定めて、当該施設の同一の個室を計画的に利用している者（要介護３～５）であること。

□２）上記の入所者について、在宅期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双方合意の上、介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して、当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。


